
登記簿謄本、公図、地積測量図
多角点：多角点網図、多角測量座標計算簿
筆界点：距離図，番号図、座標面積計算書

調査素図（当時の杭種）

　※　土地家屋調査士、測量士、測量士補の資格を有すること

【　境界確定後の町の財産管理事務処理　】

事後の証明書交付へ対応

申請者（受託者の土地家屋調査士）に図面データの提供を依頼

確定図原本：町有財産台帳（管財係所有）へ保存

データ：町有財産台帳システムへ保存

担当課

隣接地所有者に境界立会い依頼

町有地境界確定事務の処理手順

申請者 町

・立会いのための現地事前調査測量・境界の復元

町へ土地境界確定申請

・法務局や町役場等に行き諸調査

立会い日程の調整

図面スキャン

土地境界確定処理台帳へ記載

境界標の設置及び写真撮影，境界測量

計算及び境界確定図の作成

境界確定図提出

隣接地所有者より境界承諾署名、捺印

境界立会い

確定 不調

境界確定図完成

（事前審査）

認証・押印

様式第1号

様式第4号 様式第7号

立会復命
（様式第3号）

提出 様式第5号

返却 様式第6号

提 出
受理

事前審査を経て町の押印が最後となる場合は

完成とみなし，そのまま1部を残して受理とする。

義務ではないが、隣
接者押印後に訂正
の場合を考慮。

様式第8号


